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1. 2024会計年度 国防権限法 
 
 2024 会計年度（2023 年 10 月～2024 年 9 月）の国防権限法（National Defense Authorization Act 
（以下「国防権限法2024」という。）は、2023 年 12 月 22 日にバイデン大統領の署名により成立した 1。
国防権限法 2024 は、973 頁にわたる法律であり、国防に関する予算配分だけでなく、多岐にわたる事項を
規定している。本ニューズレターでは、このうち、米国の対中国の規制強化の方向性を示唆するものとし
て、中国の懸念事業体の製品やサービスを米国政府調達（主には防衛調達）から排除する措置を中心にポイ
ントを解説する。 
 

(1) 中国系メーカー六社が製造するバッテリーの調達に国防総省の資金を使用することの禁止（第 154 条） 
(2) 米国で活動する中国軍事会社として特定された事業体に関する国防総省の調達の禁止（第 805 条） 
(3) 国防総省に対して特定のコンサルティングサービスを提供する事業体の利益相反防止措置（第 812 条） 
(4) 国防総省が、中国政府の国家交通運輸物流公共情報プラットフォーム「LOGINK」を含む「対象物流プ

ラットフォーム」にデータを提供する事業体と契約することの禁止（第 825 条） 
(5) 特定のバイオテクノロジー事業体が中国軍事会社リストに掲載されるべきか否かの分析の実施（第

1312 条） 
(6) 行政機関が中国企業等により製造されたドローンを調達することの禁止（第 1821～1833 条） 
(7) 特定の中国企業を含む懸念国の事業体により製造されたクレーンが米国の港湾にもたらす脅威の評価の

実施（第 7405 条） 

 
2. 概要 
 
(1) 中国系メーカー六社が製造するバッテリーの調達に国防総省の資金を使用することの禁止 
 
 国防権限法 2024 第 154 条は、2027 年 10 月 1 日以降、国防総省の資金が、以下の中国系メーカー六社
（これを承継する者を含む。）によって「製造」されたバッテリーを調達するために使用されることを禁止

 
1  Statement from President Joe Biden on H.R. 2670, National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024 | The White House 

https://www.nishimura.com/ja/people/kazuho-nakajima
mailto:k.nakajima@nishimura.com
https://www.nishimura.com/ja/people/yuki-sakurada
mailto:y.sakurada@nishimura.com
https://www.nishimura.com/ja/people/hanako-ohwada
mailto:h.ohwada@nishimura.com
https://www.nishimura.com/ja/people/kazuki-yoshii
mailto:k.yoshii@nishimura.com
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/22/statement-from-president-joe-biden-on-h-r-2670-national-defense-authorization-act-for-fiscal-year-2024/
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する 2。 
 

・ Contemporary Amperex Technology Company, Limited （CATL） 
・ BYD Company, Limited. 
・ Envision Energy, Limited. 
・ EVE Energy Company, Limited. 
・ Gotion High tech Company, Limited. 
・ Hithium Energy Storage Technology company, Limited. 

 
 「製造」という要件について、上記中国系メーカー六社が、①最終製品を組み立て、若しくは製造してい
る場合、又は、②バッテリーの部品の大部分を作り、若しくは提供している場合には、当該バッテリーは当
該中国系メーカーにより「製造」されたものと取り扱われる 3。 
 
 近時、電気自動車分野において中国企業が急速に成長する一方、米国では、バッテリー・サプライチェー
ンを中国から切り離す動きが進んでいる。例えば、2022 年に成立した米国インフレ抑制法は、電気自動車
に関する補助金に関して、車載バッテリーに含まれる部品や重要鉱物に関して所定の地理的要件を満たすこ
とや、そのサプライチェーンに中国政府等の影響下にある事業体が含まれないことなどを要件として課して
いる 4。この国防権限法 2024 第 154 条も、こうした動きの中に位置づけられるものと思われる 5。 
 
(2) 米国で活動する中国軍事会社として特定された事業体に関する国防総省の調達の禁止 

 
 国防権限法 2024 第 805 条は、国防総省に対して、以下①及び②を禁止する 6。 

 
① 「禁止対象事業体」との間で、物品、サービス又は技術の調達について契約を締結、更新又は延長

すること（2026 年 6 月 30 日より施行） 
 

② 「禁止対象事業体」が生産又は開発した商品又はサービスを含む商品又はサービスの調達について
契約を締結、更新、又は延長すること（2027 年 6 月 30 日より施行） 
 

 ただし、本禁止規定は、バックホール、ローミング、相互接続等の第三者の設備に接続するためのサービ
スに係る調達契約には適用されない 7。また、上記禁止規定は部分品には適用されないため、例えば、「禁

 
2  国防権限法 2024 第 154 条(a)、(b) 

3  国防権限法 2024 第 154 条(c) 

4  米国インフレ抑制法に基づく EV 補助プログラムの概要については、「米国インフレ抑制法に基づく EV 補助プログラムの概要（2023
年 2 月 7 日号）」、「米国インフレ抑制法に基づく EV 補助プログラム－概要アップデート－（2023 年 6 月 2 日号）」及び「米国イン
フレ抑制法に基づく EV 補助プログラム－「懸念される外国の事業体」ルールの明確化－（2024 年 1 月 12 日号）」を参照。 

5  関連報道として、Bloomberg, US to Ban Pentagon Battery Purchases From Chinaʼs CATL, BYD （January 20, 2024）. 

6  国防権限法 2024 第 805 条(a)(1)、(b) 

7  国防権限法 2024 第 805 条(a)(3)(A) 

https://www.nishimura.com/ja/knowledge/newsletters/competition_law_international_trade_230207
https://www.nishimura.com/ja/knowledge/newsletters/competition_law_international_trade_230207
https://www.nishimura.com/ja/knowledge/newsletters/competition_law_international_trade_230602
https://www.nishimura.com/ja/knowledge/newsletters/competition_law_international_trade_240112
https://www.nishimura.com/ja/knowledge/newsletters/competition_law_international_trade_240112
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-19/us-will-ban-pentagon-procuring-batteries-from-china-s-catl-byd?embedded-checkout=true
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止対象事業体」が生産した商品を部分品として含む最終製品を、「禁止対象事業体」以外から調達すること
は禁じられていない 8。 
 
 上記「禁止対象事業体」とは、国防権限法2021第1260H条に基づくリスト（以下「1260H条リスト」
又は「中国軍事会社リスト」という。）に掲載された事業体、及び、その支配下にある事業体をいう 9。
1260H 条リストには、米国で直接又は間接に活動している「中国軍事会社」と判断される事業体が掲載され
ることとなっており 10、「中国軍事会社」には、(i)中国人民解放軍又はその他の中国共産党中央軍事委員会
の下部組織に直接又は間接に所有、支配等されている会社のほか、(ii)中国国防産業基盤への「軍民融合の貢
献者 11」として特定される会社が含まれる。 
 1260H 条リストは、2021 年 6 月にはじめて公表され、直近では 2024 年 1 月 31 日に更新されている
12。SDN リスト等の制裁対象者リストとは異なり、1260H条リストへの指定による直接の法的効果はこれま
で定められてこなかったが、今般の国防権限法 2024 第 805 条により、1260H 条リストに掲載された事業体
に関して調達規制が課されることとなる 13。 

 
 本禁止規定の更なる詳細は、今後、施行規則によって定められることが予定されており、上記①について
は国防権限法 2024 の制定日（2023 年 12 月 22 日）から 1 年以内に、上記②については 545 日以内に、そ
れぞれ細則が定められることとされている 14。 
 
(3) 国防総省に対して特定のコンサルティングサービスを提供する事業体の利益相反防止措置 

 
 国防権限法 2024 第 812 条は、国防長官は、コンサルティングサービスを提供し、かつ、5416 から始ま
る北米工業分類（NAICS コード）を割り当てられた事業体が、国防総省とのコンサルティングサービス契約
締結前に、以下①又は②に該当しないことを証明しなければならない旨、同法の制定日（2023 年 12 月 22
日）から 180 日以内に、政府調達規則（国防省追加規則）を改定しなければならないと規定する。また、同
条に基づき、国防長官は、当該証明を行うことができない事業体（以下「規制対象事業体」という。）との
間で、「コンサルティングサービス」に関する契約を締結することが禁止される。 

 
① 中国政府、中国の安全保障サービス又は諜報機関等（以下「対象外国事業体」という。）との間でコ

 
8  国防権限法 2024 第 805 条(a)(3)(C)。この点で、ファーウェイ等が製造する通信機器等を重要な部分品として含む製品等の調達を禁ず

る、国防権限法 2019 第 889 条などとは異なっている。 

9  国防権限法 2024 第 805 条(a)(2) 

10  国防権限法 2021 第 1260H 条(a) 

11  詳細は国防権限法 2021 第 1260H 条(d)(2)参照。「軍民融合貢献者」には、中国政府から軍民融合を目的とした支援を受けている事業
体等が該当する可能性があるほか、「国防長官が適切と認めるその他の全ての事業体」も含まれるものとされている。 

12  最新のリストは https://media.defense.gov/2024/Jan/31/2003384819/-1/-1/0/1260H-LIST.PDF より確認可能。 

13  なお、1260H 条リストに掲載された事業体を制裁措置の対象とする法案も米議会で審議されており、同リスト掲載の事業体については
今後規制が強化される可能性がある。 

14  国防権限法 2024 第 805 条(a)(4) 

https://media.defense.gov/2024/Jan/31/2003384819/-1/-1/0/1260H-LIST.PDF
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/760/text
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ンサルティングサービス契約を締結する事業体（当該事業体の子会社又は関係会社も含む。） 
② 米国政府の契約監督機関が監査可能な利益相反軽減策 15を維持していない事業体 
 

 上記の「コンサルティングサービス」は、連邦調達規則 2.101 条の「助言及び支援サービス」と同様の意
味 16を有するとされ、幅広いコンサルティングサービスを含むものとして定義されているが、①法律、監
査、会計、税務、報告若しくは各国の法律や基準によるその他の要件の遵守、又は、②司法、法律若しくは
衡平法上の紛争解決手続に関する製品又はサービスの提供は、明示的に対象外とされている 17。 

 
 国防総省の契約担当者は、利益相反が回避又は軽減されないことを理由に、規制対象事業体に対してコン
サルティングサービス契約を発注しないことを決定する前に、その理由を当該規制対象事業体に通知し、当
該事業体に応答する合理的な機会を与えなければならない。反対に、国防総省の契約担当者は、利益相反が
生じている場合であっても当該規制対象事業体に契約を発注することが米国の最善の利益になると判断した
場合には、所定の手続に従い本規定の適用を免除をすることができる 18。 
 
(4) 国防総省が、中国政府の国家交通運輸物流公共情報プラットフォーム「LOGINK」を含む「対象物流プ

ラットフォーム」にデータを提供する事業体と契約することの禁止 
 

 国防権限法 2024 第 825 条は、中国政府が提供する国家交通運輸物流公共情報プラットフォーム
「LOGINK」を含む「対象物流プラットフォーム」に関し、以下①から③を規定する 19。 

 
① 国防長官は、「対象物流プラットフォーム」にデータを提供する事業体との間で契約を締結してはな

 
15  詳細は国防権限法 2024 第 812 条(b)参照。この利益相反軽減策には、(a)法令等によって禁止されていない場合、規制対象事業体と対

象外国事業体との間のコンサルティングサービス契約の特定、(b)国防総省とのコンサルティングサービス契約の現実的又は潜在的な利
益相反を回避、相殺又は軽減するための行動方針を含む書面による分析、(c)国防総省とのコンサルティングサービス契約を履行する個
人が、当該契約の期間中、対象外国事業体にコンサルティングサービスを提供しないことを確保するために規制対象事業体が採用する
手続の説明、及び、(d)規制対象事業体が、国防総省とのコンサルティングサービス契約に関して、利益相反が生じたと判断してから 15
日以内に米国政府の契約監督機関に利益相反が解消されない旨を通知する手続の説明が含まれる。 

16  大要、組織の方針策定、意思決定、管理及び運営、プログラム及び/若しくはプロジェクトの管理及び運営、又は研究開発活動を支援又
は改善するために、非政府関係者から契約に基づいて提供されるサービスをいうと定義されている。 

17  国防権限法 2024 第 812 条(f)(1) 

18  国防権限法 2024 第 812 条(d) 

19  2024 年 2 月 21 日付けで、米国運輸省海事局により公表された最新の”2024-00X – Worldwide Foreign Adversarial Technological, 
Physical, and Cyber Influence”は、「LOGINK」について、世界の少なくとも 24 の港湾が LOGINK と協力協定を結んでいること、企
業登記簿や船舶/貨物データなど、大量のビジネス及び外国政府の機密データを収集できること、中国政府は、LOGINK の普及を支援す
る物流データ標準を推進しており、重要な港湾インフラへの LOGINK の設置と利用により、中国は機密性の高い物流データへのアクセ
スや収集を行う可能性が非常に高いことを指摘している。 

また、LOGINK について分析した、米国議会の諮問機関である「米中経済・安全保障検討委員会（U.S.-China Economic and Security 
Review Commission）」の報告書（Issue Brief）においては、中国政府が関与する「対象物流プラットフォーム」については、物流
データの管理や貨物の追跡を通じて情報を集約することによって、中国企業が商業的に優位な立場になり得るリスクのみならず、米国
の軍事戦略へ影響を及ぼすリスク（中国政府が情報提供を受けている可能性があることから、平時に情報源となり得るリスクにとどま
らず、緊急時に米国を撹乱するために中国政府によって利用されるリスク）が指摘されている（U.S.-China Economic and Security 
Revies Commission, LOGINK: Risks from Chinaʼs Promotion of a Global Logistics Management Platform （September 20, 
2022）参照。 

https://www.maritime.dot.gov/msci/2024-002-worldwide-foreign-adversarial-technological-physical-and-cyber-influence
https://www.maritime.dot.gov/msci/2024-002-worldwide-foreign-adversarial-technological-physical-and-cyber-influence
https://www.uscc.gov/sites/default/files/2022-09/LOGINK-Risks_from_Chinas_Promotion_of_a_Global_Logistics_Management_Platform.pdf
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らない。 
② 「対象物流プラットフォーム」を使用していることが判明した「対象事業体」は、「対象物流プラッ

トフォーム」を使用している限り、連邦補助金を受ける資格を有さない。 
③ 米国の同盟国又はパートナー国の管轄区域内で活動する港湾又はその他の事業体が、「対象物流プ

ラットフォーム」を使用し、又は使用を検討していると大統領が判断した場合、国務長官は、当該同
盟国又はパートナー国との間で、「対象物流プラットフォーム」の使用終了などの交渉を行う。 

 
 「対象物流プラットフォーム」とは、以下の一部又は全部を利用又は提供するデータ交換プラットフォー
ムを意味する 20。 

 
 中国又は中国政府の部局、省、センター、機関若しくは代行機関が提供する国家交通運輸物流公共情

報プラットフォーム（「LOGINK」と呼ばれる。） 
 中国又はその管理下にある営利団体が提供又は後援する国家交通運輸物流情報プラットフォーム 
 中国国営の事業体が提供する同様のシステム 

 
 報道によれば 21、LOGINK を使用する港湾は、日本に六港、韓国に五港、マレーシアに一港、欧州に少な
くとも九港、中東に少なくとも三港存在するとのことである 22。 

 
 上記①について、本規定の制定日（2023 年 12 月 22 日）から 180 日後の日以降に、締結される契約に適
用される。この場合であっても、国防長官は、（i）米国の国家安全保障に不可欠であると判断し、かつ、
（ii）当該免除の使用及び米国の国家安全保障に対する当該免除の重要性を正当化する報告書を議会に提出し
た場合、特定の契約について、本規定の適用を免除することができる 23。 

 
 上記②の「対象事業体」とは、以下の(a)から(d)をいう 24。 
 
(a) 本規定の制定日（2023 年 12 月 22 日）以降に、特定のプログラムの下で資金提供を受ける港湾局 
(b) 上記(a)記載の港湾局が所有する土地又は下記(d)記載の港湾に所在する海上ターミナル事業者 
(c) 連邦政府又は州政府の機関又は代行機関、及び 
(d) National Port Readiness Network における商業用戦略的港湾 

 
 上記②も本規定の制定日（2023 年 12 月 22 日）から 180 日後の日以降に、締結される契約に適用される
25。また、この場合も、運輸長官は、国防長官と協議の上、運輸長官が(i)米国の国家安全保障に不可欠であ
ると判断し、かつ、(ii)当該免除の使用及び米国の国家安全保障に対する当該免除の重要性を正当化する報告

 
20  国防権限法 2024 第 825 条(d)(2)及び(b)(1)の§50309(e)(1) 

21  Voice of America, US Bans Pentagon From Using Chinese Port Logistics Platform (December 21, 2023). 

22  前掲脚注 19 の LOGINK: Risks from Chinaʼs Promotion of a Global Logistics Management Platform 6 頁、8 頁参照 

23  国防権限法 2024 第 825 条(a)(2) 

24  国防権限法 2024 第 825 条(b)(1)の§50309(e)(2) 

25  国防権限法 2024 第 825 条(b)(3) 

https://www.voanews.com/a/us-bans-port-logistics-platform-china-offers-free-worldwide-/7408269.html
https://www.uscc.gov/sites/default/files/2022-09/LOGINK-Risks_from_Chinas_Promotion_of_a_Global_Logistics_Management_Platform.pdf
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書を議会に提出した場合、特定の契約について、本規定の適用を免除することができる 26。 
 

 上記③について、大統領は、米国と集団防衛条約又はその他の集団防衛協定を締結している全ての国、イ
ンド、台湾等に対し、交渉を行うとともに、交渉の過程で以下を行う 27。 

 
 米国の同盟国及びパートナー国の政府に対し、当該政府の管轄下にある事業体に対し、対象物流プ

ラットフォームの使用を終了するよう促すこと。 
 対象物流プラットフォームが米国の軍事的及び戦略的利益にもたらす脅威、並びに当該脅威が当該国

における米軍の駐留に及ぼし得る影響について説明すること。 
 各国政府に対し、その発言力、影響力及び投票力を行使して米国と協調し、国際標準化団体において

敵対国（foreign adversaries）28が対象物流プラットフォームを組み込んだ標準を採択しようとする
試みに対抗するよう促すこと。 

 多国籍の事業体、二国間又は多国間の交渉、軍事協力、及びその他関連する取り決め又は協定を通じ
て、対象物流プラットフォームの使用禁止を確立しようとすること。 

 
(5) 特定のバイオテクノロジー事業体が中国軍事会社リストに掲載されるべきか否かの分析の実施 
 
 国防権限法 2024 第 1312 条は、国防長官に対して、同法の制定日（2023 年 12 月 22 日）から 180 日以
内に、「バイオテクノロジー事業体」又はその子会社、親会社、関連会社若しくは承継者が、中国の軍事会
社又は軍民融合の貢献者に当たるとして中国軍事会社リストに掲載されるべきか、分析を行うことを義務づ
ける（同リストの詳細は上記(2)参照）29。 

ここでいう「バイオテクノロジー事業体」とは、生命科学のイノベーション又は生物学的物質についての
製品開発に用いられ、又はこれによって可能になる、技術、製品又はサービスを製造又は提供する事業体を
意味する 30。 
 上記分析の結果、中国のバイオテクノロジー関係企業が中国軍事会社リストに追加される可能性がある。 
 
(6) 行政機関が中国企業等により製造されたドローンを調達することの禁止 
 
 国防権限法 2024 第 1821 条～1833 条は、「2023 年米国安全保障ドローン法（American Security 
Drone Act of 2023）」とのタイトルが付され、ドローンに関する種々の規定を含んでいる。特に、第 1823
条では、行政機関が、「対象外国事業体」によって製造又は組み立てられた無人航空機システム 31を調達す

 
26  国防権限法 2024 第 825 条(b)(1)の§50309(d) 

27  国防権限法 2024 第 825 条(c)(2)及び(3) 

28  香港及びマカオを含む中国、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア及びニコラス・マドゥロ・モロス政権下のベネズエラとされている(国
防権限法 2024 第 825 条(d)(3)。 

29  国防権限法 2024 第 1312 条(a) 

30  国防権限法 2024 第 1312 条(b) 

31  「無人航空機及び運航者が国家空域システムにおいて安全かつ効率的に運航するために必要な関連要素（通信リンク及び無人航空機を
制御するコンポーネントを含む。）」と定義される（国防権限法 2024 第 1822 条(2)、合衆国法典第 49 編 44801 条）。 
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ることが禁止されている 32。 
 「対象外国事業体」は、中国に所在する又は中国政府若しくは中国共産党の影響若しくは支配下にあると
国土安全保障長官により判断される事業体や、その子会社・関連会社が含まれるため 33、これらの事業体が
製造し又は組み立てるドローンの政府調達は禁止されることになる。 
 
(7) 特定の中国企業を含む懸念国の事業体により製造されたクレーンが米国の港湾にもたらす脅威の評価の

実施 
 
 国防権限法 2024 第 7405 条は、国家情報長官に対し、上海振華重工業有限公司（ZPMC）を含む、懸念国
及びその営利団体が製造するクレーンが米国の港湾にもたらす脅威の評価を実施することを義務づける 34。
国家情報長官は、同法の制定日（2023 年 12 月 22 日）から 180 日以内に、当該評価の結果について、連邦
議会の適切な委員会に対して報告書を提出し、説明を行わなければならない 35。当該報告書及び説明の内容
は、上記クレーンが機密情報を収集し、米国の港湾の業務を妨害し、さらに、米国の国家安全保障に影響を
与える可能性について概説するものとされている 36 37。 
 
3. 日本企業への示唆 
 
 国防権限法 2024 には、上記 2 のとおり、中国系メーカー六社の製造するバッテリーの調達に国防総省の
資金を使用することの禁止、米国で活動する中国軍事会社として国防総省により特定された事業体に関する
国防総省の調達の禁止、国防総省が LOGINK にデータを提供する港と契約することの禁止、中国企業等によ
り製造されたドローンの調達の禁止（防衛調達に限られない。）のように、中国系企業の製品やサービスに
ついての国防総省の資金使用禁止や調達排除などの様々な措置が含まれている。中国企業の一定の製品や
サービスの政府調達からの排除は、2019 年度国防権限法第 889 条による中国企業 5 社の通信・監視関連の

 
32  国防権限法 2024 第 1823 条(a) 

33  国防権限法 2024 第 1822 条(1)(D) 

34  国防権限法 2024 第 7405 条(b) 

35  国防権限法 2024 第 7405 条(c)(1) 

36  国防権限法 2024 第 7405 条(c)(2) 

37  米国のシンクタンクである MITRE 社の 2024 年 2 月 13 日付報告書”Chinese Technology Influence in U.S. Seaports”では、ZPMC の
コンテナクレーンの世界市場シェアは 70％であり、ZPMC のクレーンは米国港湾のクレーンの 80％を占め、10 の戦略港湾に導入され
ているとされている。 

バイデン大統領は、2024 年 2 月 21 日、港湾施設や設備に関するサイバーセキュリティー対策を強化する大統領令に署名した。この大
統領令に続いて、同日、米国沿岸警備隊は、米国における中国製クレーンの普及状況と、米国の重要インフラを破壊する中国の利益に
関連する脅威情報に基づく、海上安全保障指令(MARSEC)を発令した。同指令により、中国製クレーンの所有者とオペレーターに対す
るサイバーセキュリティ要件が課されることになった（具体的な要件は機密性の高いセキュリティ情報と見なされ、一般に共有しない
こととされている。）。さらに、同日付で米国運輸省海事局により公表された”2024-00X – Worldwide Foreign Adversarial 
Technological, Physical, and Cyber Influence”では、ZPMC のクレーンについて、個々の構成によっては、遠隔地から制御、整備、プ
ログラムすることができるものであり、これらの機能は、潜在的に悪用のおそれがあるとの指摘がなされている。 

https://www.mitre.org/news-insights/publication/chinese-technology-influence-us-seaports
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2024/02/21/executive-order-on-amending-regulations-relating-to-the-safeguarding-of-vessels-harbors-ports-and-waterfront-facilities-of-the-united-states/
https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/23/2024-03822/issuance-of-maritime-security-marsec-directive-105-4-cyber-risk-management-actions-for-ship-to-shore
https://www.maritime.dot.gov/msci/2024-002-worldwide-foreign-adversarial-technological-physical-and-cyber-influence
https://www.maritime.dot.gov/msci/2024-002-worldwide-foreign-adversarial-technological-physical-and-cyber-influence
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機器、システム又はサービスを対象とする措置を始めとして、これまで複数の米国法令 38によって講じられ
ており、今回の措置はその延長線上にあるものといえるが、バッテリー、ドローン、港湾物流情報の外国政
府による情報アクセス・サイバーセキュリティなど、近時の米国の経済安全保障に関する問題意識を反映し
たものであり注目に値する。また、中国のバイオテクノロジー事業体の中国軍事会社リストへの掲載の要否
に関する分析、中国企業等により製造されたクレーンが米国港湾にもたらす脅威分析等、今後の一層の強化
のための布石ともいうべき施策も含まれており、今後も米国政府による安全保障上の懸念があるとされる、
一定の中国系企業の製品等の政府調達からの排除は一層進んでいく可能性がある。 
 日本との関係では、上記の各種施策のうち、とりわけ、LOGINK を利用する事業者との取引制限や中国企
業を含む懸念国の事業体により製造されたクレーンに関する措置は、近時日本政府から公表された経済安全
保障推進法 39の改正を通じた一定の港湾インフラ事業者を対象とする規制強化とも方向を同じくするもので
あるといえる 40。経済安全保障推進法では、名古屋港コンテナターミナルのシステム障害事案もふまえて、
一般港湾運送事業者が、同法の規制対象となる重要なインフラ事業者（特定社会基盤事業者）として追加さ
れることが見込まれている（経済安全保障推進法の改正法案が通常国会に提出されることが見込まれる。）
41。また、少なくとも日本の 6 港（横浜、川崎、大阪、神戸、新潟、四日市）については、協力覚書を通じ
て LOGINK への接続を行っている旨が米国議会の諮問機関の報告書において指摘されているところ 42、今
後、米国政府が国防権限法 2024 に基づき、日本政府に対して LOGINK の使用を終了するなどの対応を求め
る可能性もある。また、米国政府により示された LOGINK や一定の中国企業の製造するクレーンに関する安
全保障上の懸念について、日本の規制として十分なものかどうか、という更なる議論が生じる可能性もあ
る。したがって、今後見込まれる経済安全保障推進法の改正を通じて、基幹インフラ事業者として指定され
る可能性のある、一般港湾運送事業者、当該事業者に重要設備やその構成設備を供給している事業者、重要
設備の維持管理等を受託している事業者など、経済安全保障推進法の直接又は間接の適用を受ける可能性の
ある事業者だけでなく、港湾インフラの運営事業者、国際物流関係事業者、船舶運航者、港湾への設備供給
者においては、今後の港湾の安全保障に関する分野における規制措置の動向について注視をしていく必要が
あると考えられる。 
 上記の港湾インフラ以外の施策に関しても、米国の国防総省を含む政府機関との直接又は間接の取引があ
る日本企業の場合は、自社の製品のサプライチェーンにおいて、国防授権法 2024 に基づく規制の対象とな
る製品やサービス（規制対象となる事業者が製造等するドローン、バッテリー）が含まれていないかを確認
する必要があると考えられる。直接又は間接の取引がない場合においても、国防権限法 2024 の規制の対象
とされた事業者や製品・サービスに関する取引にあたっては、今後の米国の規制の拡大に留意する必要があ

 
38  例えば、2023 年の国防授権法では、中国企業 3 社を含む一定の事業者の設計、製造、供給等する半導体製品等の米国の政府調達からの

排除（第 5949 条）が定められ、2022 年に成立した No TikTok on Government Devices Act では、政府機関による TikTok の使用が
禁止された。 

39  経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和 4 年法律第 43 号） 

40  前掲脚注 37 の、港湾施設や設備に関するサイバーセキュリティー対策を強化する大統領令を含む 2024 年 2 月 21 日の一連の施策の公
表に先立ちバイデン政権のにより行われた記者会見においても、中国のサイバー活動の懸念の一例として、日本最大級の港湾である名
古屋港がランサムウェアの攻撃によって数日間にわたって混乱したことについて、言及されている。 

41  2024 年 1 月 30 日第 6 回経済安全保障推進会議資料、及び、同月 29 日第 9 回経済安全保障法制に関する有識者会議（令和４年度～）
資料参照。 

42  前掲脚注 19 の LOGINK: Risks from Chinaʼs Promotion of a Global Logistics Management Platform 8-9 頁参照 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2024/02/21/executive-order-on-amending-regulations-relating-to-the-safeguarding-of-vessels-harbors-ports-and-waterfront-facilities-of-the-united-states/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/02/21/on-the-record-press-call-on-the-biden-harris-administration-initiative-to-bolster-the-cybersecurity-of-u-s-ports/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyo/dai6/gijisidai.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/4index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/4index.html
https://www.uscc.gov/sites/default/files/2022-09/LOGINK-Risks_from_Chinas_Promotion_of_a_Global_Logistics_Management_Platform.pdf
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る 43。これまでも一定の中国系企業の通信機器や監視装置については、サイバーセキュリティ上の懸念か
ら、まず政府調達から排除された後に、米国への輸入や販売の認証が禁止されるというように規制が拡大し
た例がある。そのため、米国政府が懸念を有する製品は、今後、米国国内で更に規制がエスカレートする可
能性に注視していく必要がある。 
 さらには、日本企業は、国防授権法 2024 の規制を受けない場合であっても、同規制対象とされた製品等
を製造する中国系事業者との取引の開始や継続を経済安全保障の観点から判断する際に、同法の個別の規制
の趣旨・内容や、今後の米国の関連規制の動向を注視し、考慮することが有益であろうと思われる。 
 

 

 
43  米国企業との取引において、国防権限法 2024 年に基づいて規制対象とされた製品が、自社製品の構成部品になっていないかの確認や、

構成部品となっていないことの表明保証を求められる可能性も否定できない。 

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレ
ターを執筆し、随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手
続きをお願いいたします。 
また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 
 
本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現
地法弁護士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所ま
たは当事務所のクライアントの見解ではありません。 
 
西村あさひ 広報課 newsletter@nishimura.com 

https://jurists.smktg.jp/public/application/add/33
https://www.nishimura.com/ja/knowledge/newsletters
mailto:newsletter@nishimura.com

	米国国防権限法に基づく特定の中国企業製品等の政府調達からの排除措置の強化
	1. 2024会計年度 国防権限法
	2. 概要
	(1) 中国系メーカー六社が製造するバッテリーの調達に国防総省の資金を使用することの禁止
	(2) 米国で活動する中国軍事会社として特定された事業体に関する国防総省の調達の禁止
	(3) 国防総省に対して特定のコンサルティングサービスを提供する事業体の利益相反防止措置
	(4) 国防総省が、中国政府の国家交通運輸物流公共情報プラットフォーム「LOGINK」を含む「対象物流プラットフォーム」にデータを提供する事業体と契約することの禁止
	(5) 特定のバイオテクノロジー事業体が中国軍事会社リストに掲載されるべきか否かの分析の実施
	(6) 行政機関が中国企業等により製造されたドローンを調達することの禁止
	(7) 特定の中国企業を含む懸念国の事業体により製造されたクレーンが米国の港湾にもたらす脅威の評価の実施

	3. 日本企業への示唆


